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　前回は，セクハラ問題の全体像を概観し，以下の３
つに分類しました。
①対価型セクハラ
②意図的セクハラ
③無自覚セクハラ
　そのうち，①と②が「あからさまなセクハラ」であ
り，③がセクハラ問題のグレーゾーンであること，無
自覚セクハラの特徴と本質について確認しました。
●無自覚セクハラの特徴
①行為者には性的な欲求や加害の意図はない。
②�問題とされている行為者の言動も，セクハラだと結
論づける客観的な理由が見当たらない。
③�しかし，相手方が何らかの理由で「セクハラだ」と
感じて反応する。
●無自覚セクハラの本質
①�ある言動に対して相手がセクハラだと感じたら，そ
の言動はセクハラになると受け止める。
②�ただし，相手がセクハラだと感じたことに客観的な
合理性・妥当性がなければ，その言動はセクハラで
はない。
　これらの内容を踏まえつつ，今回はセクハラ問題の
予防法と対処法について考えてみましょう。

予防法について

１．あからさまなセクハラの予防法
　一般的に，セクハラ問題の予防法として真っ先に検
討されるのが「研修」でしょう。
　ただ，企業内研修の研修講師として，いままで多数
のハラスメント研修を実施してきた私の経験からいう
と，研修という手段は，対価型セクハラおよび意図的
セクハラの予防法としての効果は薄いと思います。
　この種類のセクハラの行為者は，ある意味，非常に
思い込みが激しく，自己を客観視しない（あるいは，
できない）直情型の性格の人が多いと思われます。そ
ういう人が研修に参加しても，講義で聴いた内容を理
解してそれを自分の言動に当てはめて自分を律すると
いう研修効果はあまり期待できないでしょう。研修が
無駄だとはいいませんが，対価型セクハラおよび意図
的セクハラの予防法としては，研修だけでは不十分だ
といわざるを得ません。
　では，どのような方法が求められるのか。この点に
ついて長年考えてきましたが，あるとき，１つのヒン
トに遭遇しました。それは「1990年代に比べると，
最近は対価型セクハラに関する訴訟案件が激減してい

セクハラ問題について（３）
セクハラ問題の対処法と予防法
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なるのか？”といった発想です。
　前回の後半部分で，「言葉の武器化現象によりセク
ハラと認定された事例」をあげておきました。これら
のいわゆる認定事例は，それに該当する言動はセクハ
ラだといわれて当然なので，ある意味，「境界線」や
「NGワード集」として捉えてよいでしょう。
　しかし，「無自覚セクハラの本質」（52頁）で述べ
ているとおり，いまのご時世は，言葉の武器化現象に
より，ある言動に対して相手がセクハラだと感じた
ら，その言動はセクハラとして受け止められるので
す。つまり，相手方の主観で決まる話なので，どのよ
うな言動がセクハラといわれるかは予測不可能であ
り，どのような言動もセクハラといわれる可能性があ
るのです。
　したがって，基本的には，先述の認定事例以外に
「境界線」や「NGワード集」は存在しないと割り切
らなければなりません。画一的な「境界線」や「NG
ワード集」を求めるのではなく，一人一人が「相手に
セクハラと思わせない自分なりの接し方」を工夫しな
ければいけないのです。
　そうすると，“どのような接し方をすればよいのか
を教えてほしい”という発想になりますが，それにつ
いても，「このような接し方をすれば，どんなとき
も，どんな相手にもセクハラと思わせないから大丈
夫」という画一的な接し方は存在しないのです。た
だ，自分なりの接し方の工夫をする際に，以下の事柄
は有効なヒントになりうると思います。
・�上述の認定事例を認識し，それに類する言動を排除
する。
・�セクハラという言葉の武器化現象により，いまのご
時世では「男女平等」がより強力な常識となってい
ることを認識し，男女差別的発想・男尊女卑的発想
を排除する。
　言葉や文章という媒体で伝えられる予防法はここま
でです。そこから先の具体的な工夫の仕方について
は，いわゆるロールプレイという手法で各人に考えて
もらうことになります。

る」という事実です。
　なぜ激減したか。思うに，対価型セクハラは“被害
者vs加害者＆会社”という図式でこじれたり，裁判
に持ち込まれるケースが多く，裁判になると原告（被
害者側）が勝って被告（加害者および会社側）が負け
るという判決になることが多い。そのような話に対し
ては社会人の関心が高いため，雑誌やテレビ等のメ
ディアに盛んに取り上げられ，その結果，多くの社会
人の間で「対価型セクハラのようなことをやると裁判
になり，裁判になると負ける」という事実が認識さ
れ，それが“心のブレーキ”として浸透し，対価型セ
クハラをしてしまう直情型の性格の人も，行動を起こ
す直前に思いとどまるようになったのではないでしょ
うか。
　であるならば，会社のなかで対価型セクハラおよび
意図的セクハラを予防するには，これと同じアプロー
チが有効だと考えられます。すなわち，社内で発生し
た対価型セクハラ，意図的セクハラの事例およびそれ
らに準じる事例とその顛末（加害者への処罰，被害者
への救済措置）を公表し，その事実を全社で共有する
ことにより“心のブレーキ”を醸成していくというア
プローチです。
　あからさまなセクハラの予防法としては，これしか
ないのではないかと思います。ただ，このアプローチ
は職場の管理職の立場で進められるものではなく，会
社としての公式な活動として位置づけなければ実施で
きません。
　ということで，このアプローチの詳細については，
最終回の「ハラスメント問題に対する組織的対応」の
なかで詳述することにします。

２．グレーゾーンの予防法
　多くの人たちはセクハラ問題にグレーゾーン，すな
わち無自覚セクハラがあることに気づいていて，その
予防法として条件反射的に「境界線」や「NGワード
集」を探そうとします。“どこまでがOKで，どこか
らがセクハラになるのか？”“何をいえばセクハラに
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しょうか。その原因は，セクハラについての認識が，
「相手がセクハラだと感じたら，行為者の言動はセク
ハラになる」という漠然としたものにとどまっている
からだと思われます。
　「無自覚セクハラの本質」（52頁）で述べていると
おり，セクハラのグレーゾーン問題に対しては，①あ
る言動に対して相手がセクハラだと感じたら，その言
動はセクハラになると受け止める，②ただし，相手が
セクハラだと感じたことに客観的な合理性・妥当性が
なければ，その言動はセクハラではないと認識する必
要があります。しかし，現実には，①の認識にとど
まっていて，②が認識されていないのです。よって，
そのような認識でグレーゾーン問題を眺めると，“行
為者には性的な欲求や加害の意図はなく，その言動も
セクハラだとは思われないけれど，相手がセクハラだ
と感じたら行為者の言動はセクハラになる” という矛
盾に陥るのです。この矛盾が悩ましさの原因なのです。
　この悩ましさを解消するためには，無自覚セクハラ
の本質の「②ただし，相手がセクハラだと感じたこと
に客観的な合理性・妥当性がなければ，その言動はセ
クハラではない」という点を明確に認識しなければな
りません。つまり，相手がセクハラだと感じたら，と
りあえずその言動はセクハラだと受け止めるけれど
も，それらがすべて該当するわけではなく，無自覚セ
クハラには「セクハラだと判定されるべき言動」と
「セクハラではないと判定されるべき言動」とが混在
しており，その区別は「相手がセクハラだと感じたこ
とに客観的な合理性・妥当性があるか否か」で決めら
れるということなのです。
　そうすると，次に問題となるのは，その判断基準で
す。つまり，何を基準にして合理性・妥当性を判断す
べきかという点なのですが，ここでもまた多くの人た
ちは，「境界線」や「NGワード集」を求めてしまう
ことになります。しかし，繰り返し指摘しているとお
り，言葉の武器化現象により，ある言動に対して相手
がセクハラだと感じたら，その言動はセクハラになる
という常識が確立されたいまのご時世では，どのよう

セクハラと思われないための予防法とは
OINTP

 ●画一的な「境界線」や「NG ワード集」は存在
しない
 ●一人一人が自分なりの接し方を工夫する

対処法について

１．あからさまなセクハラの対処法
　すべての会社（事業所）には就業規則があり，その
なかにいわゆる懲戒規定があり，さまざまな懲戒事由
が定められています。おそらく，どの会社の就業規則
でも，対価型セクハラおよび意図的セクハラと同じ意
味内容の事柄は，懲戒事由として定められているはず
です。
　つまり，対価型セクハラと意図的セクハラは懲戒対
象事案であり，対価型セクハラあるいは意図的セクハ
ラの行為者は就業規則に基づいて処罰しなければなら
ず，相手方に対しては会社としての救済措置が取られ
なければならないのです。それらのセクハラが生じた
職場のなかで収めることは許されず，意地悪な言い方
をすれば「隠蔽」にもなりかねません。
　したがって，職場で対価型セクハラまたは意図的セ
クハラが発生したら，その対処法は，「問題となる事
実をしかるべき担当部署に報告し，会社の人事権の問
題として扱う」という一点に尽きます。

２．グレーゾーンの対処法
　結論からいうと，職場で無自覚セクハラが発生した
場合，その対処法は，「問題とされている言動が最終
的にセクハラになるか否かの結論とその理由を当事者
（行為者および相手方）に伝えて納得させる」という
一点に尽きます。ただ，このように文章で述べると単
純明快ですが，多くの人たちは，まさにその結論と理
由の導き出し方がわからずに悩んでいるのではないで
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で述べてきた「対処法」の判断プロセスをフロー
チャートにまとめると，図表のようになります。

グレーゾーンが生じた場合の対処法
OINTP

 ●相手がセクハラだと感じたことに客観的な合
理性・妥当性があるかどうかを検討する
 ●問題とされている言動が最終的にセクハラに
なるか否かの結論とその理由を当事者（行為
者および相手方）に伝えて納得させる

グレーゾーンの対処法の事例検証

　グレーゾーンの判断プロセスについて，具体的な事
例を基に確認してみます。

な言動がセクハラといわれるかは予測不可能であり，
そのどれもがセクハラといわれる可能性があるので，
合理性・妥当性の判断基準として画一的な「境界線」
や「NGワード集」を求めても無駄であり，無自覚セ
クハラが発生した状況のなかから合理性・妥当性の判
断基準となる事実を探し出さなければならないのです。
　そして，一定の事実に基づいて合理性・妥当性の判
断がついたら，その「結論と理由」を当事者（行為者
および相手方）に明確に伝えて納得させることが重要
です。特に，“相手がセクハラだと感じたことに客観
的な合理性・妥当性がある” と判断された場合には，
行為者に対して「あなたの言動はかくかくしかじかで
セクハラになる」ということを納得させなければなり
ません。でないと，その行為者は同じような言動を繰
り返すことになります。また，“相手がセクハラだと
感じたことに客観的な合理性・妥当性がない” と判断
された場合には，相手方に対して「あなたが指摘した
行為者の言動はかくかくしかじかでセクハラにならな
い」ということを納得させなければなりません。でな
いと，その相手方は同じような言動に対して，繰り返
し「セクハラだ」と反応することになります。いまま

図表　セクハラ問題の判断プロセス
◆ セクハラ問題発生
・ある人の言動に対して相手方が「セクハラだ」と反応した。

その言動はセクハラになる。

合理性あり

No

対価型セクハラまたは意図的セク
ハラの要素があるか否か。

無自覚セクハラ
①相手がセクハラだと感じているから，その言動はセクハラになる。
②ただし，相手がセクハラと感じたことに合理性・妥当性がなければ，その
　言動はセクハラにならない。

問題が生じた状況のなかから合理性・妥当性
の判断のための材料を探し出す。

その言動はセクハラになる。

Yes

合理性なし

その言動はセクハラではない。

懲戒対象事案として対処する。

当事者（行為者および相手方）に「結論と理由」を明確に伝えて納得させる。

【Episode7：母性とは】
●私がオープンセミナーでハラスメント研修を実

施していたときの話。セクハラのグレーゾー

セクハラのグレーゾーンのケース

資料出所：筆者作成
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です。つまりこの場合，「母性＝妊娠＆出産＆育児」
という私の発言が判断材料になります。現代において
は，男女雇用機会均等法や育児・介護休業法という法
律があり，男性社員の育児休業は認められており，む
しろ奨励されているともいえるでしょう。
　その点からすると，「母性＝妊娠＆出産＆育児」と
いう私の発言は現代の常識から外れているといわれて
当然であり，その女性受講者がセクハラだと感じたこ
とには合理性・妥当性があるといえるでしょう。した
がって，私の話は最終的にセクハラになるわけです。
　これと同様に考えられるのが，第１回で紹介した
【Episode１：君が男だったらな発言】です。この場
合は，「君が男だったらなぁ」という発言が判断材料
になります。つまり，このようなことを言われる
と，「じゃあ，女だったら何がいけないのか？」と，
男女差別だと受け取られるから，それゆえにＺ課長
の発言はセクハラになると結論づけることになるの
です。

　これはオープンセミナーでの出来事であって，「職
場」のセクハラ問題ではありませんが，グレーゾーン
の判断プロセスに当てはめるための題材として受け
取ってください。さて，自分でいうのもなんですが，
前掲の私の話は，客観的にみればセクハラだとは感じ
られないと思います。しかし，その女性受講者がセク
ハラだと言っているのですから，まずはそれを否定せ
ず受け容れなければなりません。
　ただ，私の話が最終的にセクハラとして認定される
ためには，その女性受講者がセクハラだと感じたこと
に合理性・妥当性がなければなりません。では，この
場合，何を材料にそれを判断すればよいのでしょう
か。
　実は，その女性受講者の発言には続きがあって，実
際には次のように言ったのです。
　「先生，そのような言い方はセクハラですよ。いま
どき，子育ては女の仕事だっていうのは男女差別じゃ
ないですか」
　私は，講義のなかで「母性＝妊娠＆出産＆育児」と
言い，それに対してその女性受講者が「母性という言
葉のなかに育児を含めることは男女差別的発想であ
り，ゆえにそれはセクハラである」と言っているわけ

ンについて講義を行うなかで次のようなこと
を言った。

　「……。セクハラという言葉の武器化により，
いまのご時世，職場で男女差別や男尊女卑的
な言動はあってはならないことになっていま
す。仕事をするうえでは，男だからとか女だ
からとかは関係ないわけです。ただし，母性
の保護はきちんとやっていかなければなりま
せん。母性とは，子どもを妊娠し出産し育て
ることです。この母性の保護は会社としても
制度的に保障しなければならないし，……」

●そのとき，１人の女性受講者が私の話を遮って
発言した。

　「先生，そのような言い方はセクハラですよ」

【Episode8：キャンペーンポスター】
●ある芸能プロダクション会社・Ａ社の話。Ａ社

は，自社に所属する女性タレントの１人であ
る19歳のＢ子さんを「ヘルシーセクシー」と
いうコンセプトで売り出すことに決め，その
キャンペーンの一環として，Ｂ子さんがビキ
ニの水着を着て浜辺で波と戯れているポス
ターを作成した。そして，キャンペーン開始
に際して社内の士気を高めるために，そのキャ
ンペーンポスターを社内の随所に貼り出した。

●Ａ社の総務部には，６カ月ほど前に異業種の他
社から転職してきたＣ子さんがいた。ある日，
Ｃ子さんが上司のところへ来て，次のように
言った。

　「課長，いまの世の中，職場にヌードポスター
や水着のグラビア写真を飾るのはセクハラだ

セクハラのグレーゾーンのケース
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　さて，どのように考えてどのような「結論と理由」
を導いたらよいでしょうか。次のように考えます。Ｃ
子さんがセクハラだと感じているのだから，まずはそ
の事実を受け容れなければなりません。そのうえで，
Ｃ子さんがセクハラだと感じていることに合理性・妥
当性があるかどうかを判断するわけですが，この場
合，「Ａ社は芸能プロダクションであり，Ｂ子さんは
Ａ社の商品である」という事実が判断材料になると思
います。
　つまり，自社商品のキャンペーンを展開するに際し
て，士気向上のためにそのキャンペーンポスターを貼
る行為は，職場を運営するうえで当然のあるべき行為
なのだから，Ａ社においてＢ子さんの水着姿のポス
ターを貼るのはセクハラではないと結論づけることが
できると思います。

究極のグレーゾーン問題

　以上がグレーゾーンの判断プロセスですが，私は，
セクハラのグレーゾーン問題の深層には，判断材料が
ないためにその判断プロセスが適用できないという問
題があると考えています。
　次のエピソードについて考えてみてください。ある
会社の管理職からお聞きした実話です。

とされていますよね。ウチでは最近，Ｂ子さ
んのビキニのポスターがベタベタと貼り出さ
れていますが，あれってセクハラじゃないで
すか。やめたほうがいいんじゃないですか」

【Episode9：家族写真】
●Ｋさんは，ふだんから自分のデスクに妻と２人

の子どもと一緒に写っている写真を飾っていた。
●あるとき，Ｋさんとその同僚のＭさん（女性）

との間で，Ｋさんのデスクのところで以下の
ような言い争いになった。
Ｍ「Ｋさん，前から言おうと思っていたんだけ
ど，会社のデスクに家族の写真を飾るのはセ
クハラだと思うわ」
Ｋ「家族の写真を飾ることのどこがセクハラなん
だ？　だれにも迷惑をかけてないし，個人の
自由だろう」
Ｍ「会社にはいろんな人がいるのよ。結婚したく
てもできない人とか，子どもが欲しくてもで
きない人とか……。その人たちの気持ちを考
えたことはないの？」
Ｋ「特に考えたことはないけど，逆に，そういう
人たちに『どうだ，うらやましいだろう』み
たいなこともしてないよ」
Ｍ「そうかもしれないけど，そういう人たちがこ
れみよがしな家族写真を見たらどう思うか，
考えるべきじゃないの？」
Ｋ「ヌード写真を飾っているのを見たら，そりゃ
嫌悪感を持つだろうけど，人の家族写真を見
て嫌な気持ちになるか？」
Ｍ「だから，嫌な気持ちになる人もいるってこと
を考えなきゃいけないって言ってるのよ」
Ｋ「そりゃ，考え過ぎだろう。そんなこと言った
ら，会社で家族の話をすればみんなセクハラ
になってしまうじゃないか」
Ｍ「家族写真を見た人や家族の話を聞いた人がセ
クハラだと感じれば，残念ながら，セクハラ
になってしまうわね」
Ｋ「それは横暴ってもんだ」

セクハラのグレーゾーンのケース
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Ｋさんのように考えるならば，個人の自由だというこ
とも可能でしょう。つまり，「家族写真を飾る行動」は
個人の価値観で受け取られる問題であり，それ自体に
はセクハラになるか否かの判断材料はないのです。
　このエピソードを踏まえて指摘したいのは，無自覚
セクハラには，個人の価値観に根差しているがゆえに
セクハラになるか否かの判断材料が存在しえない言動
もあるという事実です。そして，個人の価値観に根差
した無自覚セクハラは，その対処を現場の当事者に任
せているだけでは平行線に陥るだけで，結論は得られ
ないという事実です。
　では，個人の価値観に根差した無自覚セクハラが実
際に発生したら，どのように対処すればよいのでしょ
うか。その点についての結論をいうならば，私は，
「個人の価値観に根差した無自覚セクハラに対処する
ためには，『葬式に出席するときの服装という軸』に
相当するような，会社としての判断基準をガイドライ
ンという形式で定めるしかない」と考えています。
　ただ，会社としてのガイドラインをつくるとなる
と，職場の管理職の立場で進められるものではなく，
会社としての公式な活動として位置づけなければ，実
施できません。
　ということで，あからさまなセクハラに対する “心
のブレーキの醸成”（52頁）と同様，この対処法につ
いても，最終回の「ハラスメント問題に対する組織的
対応」のなかで詳述することにします。

（イラスト：豊島愛（キットデザイン））

【毎月15日号掲載】

　Ｍさんが職場の自分のデスクに家族写真を飾る行動
はセクハラだと感じているので，まずはその事実は受
け容れなければなりません。ただ，家族写真を飾る行
動が最終的にセクハラだと認定されるためには，Ｍさ
んがセクハラだと感じたことに合理性・妥当性がある
か否かを判断しなければなりません。このお話をお聞
きしたとき，「これは究極のグレーゾーン問題だな」
と感じました。というのは，セクハラになるか否かと
いう観点で眺めたとき，「家族写真を飾る行動」はい
わば無色透明であり，どこをどのように探しても，
「判断材料」がないのです。
　これは，いわばファッションの好みの問題と同じで
す。たとえば，ダメージドジーンズというファッショ
ンがあります。腿の部分が破けているジーンズをはく
というものですが，なかにはわざと破いてはいている
人もいます。私などは，新しいジーンズを買う金がな
いのだろうかと思うだけで，少しもカッコイイとは思
いません。しかし，あれをはいている人はカッコイイ
と思っているのです。そのような人と私のような感覚
の人がダメージドジーンズの善し悪しについて話し
合ったとしても，話は平行線になるだけで結論は出ま
せん。なぜなら，ファッションの好みは価値観の問題
であり，価値観には善し悪しも正邪もないからです。
しかし，そこに「葬式に出席する」という軸があった
らどうでしょう。その軸を基準に考えれば，個人の価
値観に関係なく，正しい服装と正しくない服装という
ものが決まってきます。
　「家族写真を飾る行動」は，いわばダメージドジーン
ズのようなものなのです。Ｍさんのように考えるなら
ば，セクハラになるということも考えられます。一方，

PROFILE 鈴木 瑞穂（すずき・みずほ）
アーサーアンダーセン，アンダーセンコンサル
ティング，リシュモンジャパン株式会社等の外
資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビュー
を中心とする企業法務業務に従事。その後，Ｋ
ＰＭＧあずさビジネススクール株式会社で研修
講師を務め，現在は株式会社インプレッション・
ラーニングにおいてコンプライアンス，企業法
務を中心とする講師を務める。主な著書として，

『現場で役立つ ！ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ ！セ
クハラ・パワハラと言わせない部下指導』（日本経済新聞出版社）等。




